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令和４年度さぬき市地域包括支援センター運営協議会 会議要旨（要約） 

 

１ 日 時 令和５年２月２０日（月）  １０：００～１１：４０ 

２ 場 所 さぬき市寒川庁舎 ３階３０１・３０２会議室 

３ 出席者［委 員］柳瀬治夫・名出美紀・近江照博・西田正己・佐藤安惠 

平野通・國方光廣・防越一美・壷井邦子・白井邦佳 

     ［事務局］真部哲男・伊藤英樹・藤田宏江・山本浩晃・鎌野由佳・山下伊津美

白井博子・太田かおり・鎌田碧美・和田英幹 

     ［傍 聴］なし 

４ 議 題 （１）会長の選任及び会長の職務を代理する委員の指名について 

（２）令和４年度運営報告について 

      （３）令和５年度運営計画について 

５ 会議の内容は次のとおりである。 
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発言者 意見概要 

（所 長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（課 長） 

 

（所 長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（所 長） 

 

 

 

 

 

（所 長） 

 

 

 

ただいまから、令和４年度第２回さぬき市地域包括支援センター運営協

議会を開催いたします。 

私は、本日、議題１の会長の選出までの進行をさせていただきます、さ

ぬき市地域包括支援センター所長の伊藤と申します。どうぞよろしくお願

いします。 

本協議会は、当センターの適切で円滑な運営、公正・中立性の確保、そ

の他センターの円滑かつ適正な運営を図るために設置されています。 

運営協議会の会議は、さぬき市地域包括支援センター運営協議会設置要

綱第５条の２の規程により、過半数の委員の出席をもって開くこととされ

ておりますので、本日の会議が成立していることをご報告いたします。 

それでは開会にあたりまして、長寿介護課課長の真部よりご挨拶申し上

げます。 

 

（挨拶） 

 

それでは議題に移ります、議題１「会長の選任及び会長の職務を代理す

る委員（副会長）の指名について」でございます。 

まず会長の選出ですが、和田会長が令和４年５月２２日をもって退任さ

れたことで、現在、会長が不在となっております。 

そこで設置要綱第４条の規定で、会長は委員の互選により定めるとされ

ておりますが、委員の皆様、いかがでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

特に御意見がなければ、事務局の案を申し上げてもよろしいでしょうか。 

それでは、会長は、香川県弁護士会、柳瀬委員にお願いしたいと思いま

す。よろしいでしょか。 

 

（一同拍手） 

 

ありがとうございます。 

それでは、会長は、柳瀬委員にお願いいたします。 

続きまして、設置要綱第４条の３の規程により、会長の職務を代理する

委員については、会長があらかじめ指名する委員とされております。 
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（会 長） 

 

（所 長） 

 

 

 

 

 

（会 長） 

 

（議 長） 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

 

 

（議 長） 

 

 

 

（議 長） 

 

 

（事務局） 

 

 

（議 長） 

 

 

柳瀬会長いかがいたしましょうか。 

 

大川歯科医師会の為国委員にお願いしたいと思います。 

 

為国委員にということでありますが、本日は欠席となっていますが、会

長の職務代理委員を受けていただけることを承諾していただいています。 

よって、会長の職務を代理する委員については、為国委員にお願いしま

す。 

それでは、会長にごあいさつをお願いします。 

 

（挨拶） 

 

それでは、次第に基づき議事を進行します。 

議題２（２）「令和４年度地域包括支援センターの運営報告について」資

料の 2ページから 37ページまで、事務局から説明してもらって、その後に、

皆様から御質問や御意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

それでは事務局の説明を求めます。 

 

 

（事務局 運営報告説明） 

 

 

事務局の報告が終わりました。 

議題について、委員の皆様より御意見御質問等がありましたらお願いい

たします。 

 

権利擁護のところで、高齢者虐待について、実際に相談は何件くらいあ

りますか。 

 

令和 4年 12月現在までで、7件相談がありました。そのうち、高齢者虐

待として市で判断した事例は 4件となっています。 

 

テレビなどでも全国的に介護施設などで高齢者虐待のニュースがありま

すが、特に刑事事件になりそうな事例はないでしょうか。 
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（事務局） 

 

 

 

（議 長） 

 

（事務局） 

 

 

（議 長） 

 

 

 

（事務局） 

 

 

 

 

 

（議 長） 

 

 

 

（事務局） 

 

 

（議 長） 

 

 

 

（委 員） 

 

 

 

 

 

高齢者施設での虐待、在宅での養護者による虐待があり、表の中にはあ

りませんが、1件在宅のケースで刑事事件になった事例があります。過去に

も刑事事件になった事例はあります。 

 

それは、実際に警察が動いたということでしょうか。 

 

警察とも連携しており、警察から虐待の通報ということで市の方に相談

が入ってくることもあります。 

 

ありがとうございました。 

次に、住宅改修支援事業についてお伺いします。どれくらいまでの費用

を支援してくれるのでしょうか。 

 

1件作成あたり2,200円です。これは申請の書類の作成費になっています。 

 

 

（5分間休憩） 

 

 

続きまして、（３）「令和 5 年度地域包括支援センターの運営計画」につ

いて事務局より説明をお願いします。 

 

 

（事務局説明） 

 

 

事務局の報告が終わりました。 

議題について、委員の皆様より御意見御質問等がありましたらお願いい

たします。 

 

38ページの指定介護予防支援事業のところで、計画では直営が 50％と言

われていましたが、５ページの介護予防支援件数のところで、令和２年度

で 52％、令和 3年度で 54.6％、令和 4年度で 50.6％となっていますが、令

和 3年度から 4年度で４％直営が下がっていますが、計画で 50％にしてい

る理由はありますか。 
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（事務局） 

 

 

 

 

 

 

（委 員） 

 

（事務局） 

 

 

（委 員） 

 

 

 

 

 

（事務局） 

 

 

 

 

 

（議 長） 

 

（委 員） 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

 

以前は 2割とかでしたが、平成 28年に総合事業が始まりまして、地域支

援事業とそれぞれの職員が並行して持つ経緯がありまして、直営の件数を

減らして委託に出さなければ業務が多忙で回らないということで、5割近く

に委託の件数は上がっています。香川県の中でも、委託率はさぬき市は上

から 4 番目くらいで、一番高いのは高松市で 6 割、坂出、三豊と続き、さ

ぬき市はだいたい 4割の後半から 5割で委託しています。 

 

持てる件数は、管理されていますか？ 

 

1人が極端に多くならないように、主任ケアマネジャーが管理しながらケ

アマネジメントしています。 

 

それと関連して 38ページのところで、介護予防のサービスについては、

8 ページとか 9 ページとか 10 ページで、何%利用しているか、中立的か分

かりますが、居宅介護支援事業所の選定にあたって、公正・中立の確保と

いうのは、努めますとは言われていますが、実際どこの事業所で何件、何％

とか出ていないのですが、それはどのように考えたらよろしいですか。 

 

それは出せていないです。さわやか荘には 20件委託でお願いしています

が、少ないところで 1～2 件、ヌーベルで 40 件くらいになっています。大

きい事業所にはお願いする件数も多くなりますし、1人ケアマネの事業所は

なかなか難しいです。何十件という事業所もあれば、1件 2件という事業所

もあります。ただ、偏りがないようには気を付けています。 

 

ありがとうございました。そのほか、御意見御質問等はありませんか。 

 

認知症サポーター等養成事業のところですが、ここ何年かでオレンジリ

ングがなくなって、予算の都合とはお聞きしています。私自身、何年も造

田小学校の 5 年生にこの事業所させてもらっていますが、最後に「みんな

このオレンジリングを付けて、認知症サポーターになったのだからがんば

ろうね。」と締めくくっていましたが、オレンジリングがないとインパクト

が弱くなっています。代わりに名刺サイズのカードを配っていますが、ア

ピールが弱いと感じています。また何か検討していただきたいと思います。 

 

オレンジリングの方が、もらった感じがあっていいということですね。 
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（委 員） 

 

 

（事務局） 

 

（委 員） 

 

 

（事務局） 

 

（委 員） 

 

 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議 長） 

 

（委 員） 

 

 

（事務局） 

 

 

 

 

ネームの横にリングをつけて登校している子どもたちもいました。いい

感じでした。 

 

頭に入れておきます。 

 

続いて、南海トラフ等を想定した場合の、地域包括支援センターでの対

応など、お示しできる範囲の計画を教えていただきたいです。 

 

災害時の業務継続計画のことでしょうか。 

 

地域包括支援センターの業務継続計画も含めて、地域とどのような連携

を取るのか、今ある計画を教えてください。 

 

市の防災計画に基づいて、市の職員も地域包括支援センターの職員も動

くようになります。地域包括支援センターでは、要支援者として避難行動

に支援がいる方、例えば市内に身内がいない、近隣との関係など、名簿は

作成しており、そういう事態になった場合、連絡先も載せる名簿になって

いますので、その情報に基づいて安否確認をしていきたいと思っています。

支援が必要な方との連携は今後していかなければならないと思っていま

す。 

また、介護支援専門員の方等が支援している人については、研修等を通

じて業務継続計画の作成が必要になってきているところであり、研修の機

会も連絡会等で取り上げたいと考えています。事前の準備が必要と思いま

すので、課題等ありましたら上げていただいて、一緒に考えていきたいと

思っております。 

 

そのほか、御意見御質問等はありませんか。 

 

48 ページのケアプラン点検は前向きな事業だと思います。外部委託とな

っていますが、介護支援専門員の専門の人が講師をしているのでしょうか。 

 

外部の居宅支援事業所を経営されている代表者の主任ケアマネージャー

にお願いしています。その方は、様々な自治体で指導や講師をしており実

績のある方です。 

 

 



7 

 

 

（議 長） 

 

 

 

（議 長） 

 

 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのほか、御意見御質問等はありませんか。 

 

（意見なし） 

 

それでは、以上で、本日の議事を終了します。ありがとうございました。 

進行は、事務局にお返しします。 

 

御協議ありがとうございました。 

次回会議につきましては、令和５年８月頃に開催させていただきたいと

考えております。御多忙とは存じますが、よろしくお願いいたします。 

以上をもちまして、令和４年度第２回「さぬき市地域包括支援センター

運営協議会」の会議を終了いたします。 

ありがとうございました。 


